
港区障害福祉サービス等事業所における事故発生時の報告取扱要領 

令和４年３月２８日 

３港保障福第４５１１号 

 

 （目的） 

第１条 この要領は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律（平成１８年法律第１２３号)（以下「障害者総合支援法」という。）及

び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づく基準（別表１）の規定に

より障害福祉サービス事業所又は障害児通所支援事業所等（以下「事業所」と

いう。）がサービス提供により発生した事故について、区が、速やかに状況を

把握し、その事後処理において賠償を含めた事故の速やかな解決、再発防止及

びサービスの質の向上に資することを目的とする。 

 （事故の範囲） 

第２条 報告すべき事故の範囲は、事業所の責任の有無にかからず、次の各号に

該当するものとする。ただし、民間施設においては、（１）から（１１）及び

（１６）とする。 

（１）死亡事故 

（２）入院を要した事故 

（３）（２）以外の医療機関での治療を要する負傷や疾病を伴う事故 

（４）薬の誤与薬 

（５）行方不明、無断外出、置き去り、迷子、連れ去り 

（６）感染症（新型コロナウイルス感染症含む）の発生 

（７）交通事故（送迎中、移動中） 

（８）事件性のあるもの（職員による暴力行為、備品・私物等の盗難） 

（９）家族や保護者、利用者間、関係者とのトラブル、又はトラブルが予測され

るもの 

（１０）個人情報の紛失、流出（連絡帳等の入れ間違い含む）、コンピューター

ウイルスの感染 

（１１）施設運営上の事故の発生 

（１２）医療機関での治療を要しない負傷や疾病を伴う事故 

（１３）施設内の設備・機器の故障、誤作動、昇降機（エレベーター）の不具合 

  等 

（１４）施設での犯罪被害（不審者、火災、拉致、立てこもり、不適正な施設利

用等） 

（１５）不当・威圧行為（暴力団関係者等からの圧力等） 

（１６）その他 

２ 前項にかかわらず、区長より報告を求められた場合は、報告を要するものと

する。 



（報告書の様式） 

第３条 報告書の様式及び報告事項については、事故報告書（第１号様式）とす

る。ただし、事業所に別に定めている様式が、事故報告書の項目を備えている

場合は、その様式に代えることができる。 

２ 区立施設において、前条第１項第１号から第１０号及び第１５号で規定す

る事故が発生した場合は、前項に規定する事故報告書のほか、港区危機管理

基本マニュアルの様式（事件・事故等危機情報連絡票）を区に報告するもの

とする。 

（報告の対象） 

第４条 第２条に係る報告の対象は、利用者が港区民である場合及び事業所又

は施設の所在地が港区内の場合とする。 

（報告の手順） 

第５条 報告の手順は、次のとおりとする。 

１ 第一報 

（１）事業所は、事故が発生した場合、速やかに家族、港区障害者福祉課及び

東京都に連絡するとともに、事故報告書（第１号様式）を区長に提出する

ものとする。ただし、障害者総合支援法の規定により、区に指定を受けた

計画相談支援事業及び児童福祉法の規定により区より指定を受けた事業に

ついては、東京都への報告を不要とする。 

（２）緊急を要するものは、第一報を電話により迅速に行い、その後速やかに

事故報告書を提出するものとする。 

２ 途中経過及び最終報告 

事業所は、事故処理が済み次第、事故後の対応を前項の事故報告書に追記し

区長に提出するものとする。また、事故処理が長期化する場合は、適宜途中

経過を文書又は電話にて報告しなければならない。ただし、前項の事故報告

書の提出の時点で事故処理が終了している場合は、前項の事故報告書をもっ

て最終報告とすることができる。 

（対応） 

第６条 事故への対応は、次のとおりとする。 

（１）区長は、報告を受けた場合は、事故に係る状況を把握するとともに、必

要に応じ対応するものとする。 

（２）第５条第１項のただし書の規定により東京都へ報告をしていない事故の

内容について、区長が必要と認めた場合は、東京都に情報提供するものと



する。 

（３）区長は、他の区市町村の利用者に係る事故等について、当該利用者、東京

都等からの要請があった場合には、必要に応じて連携を図るものとする。 

（情報提供） 

第７条 区長は、提出された事故報告書の概要等を基に、必要に応じて事業所

への情報提供を行い、再発防止の啓発に努めるものとする。 

付 則 

この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

付 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表１（第２条関係） 

 

基  準 条  項 内  容 

障害者総合支援法に基づく

指定障害福祉サービスの事

業等の人員、設備及び運営

の基準に関する基準（平成１

８年９月２９日厚生労働省令

第１７１号） 

第４０条第１項 居宅介護の事故報告 

第４３条第１項 

第
４
０
条
の
第
１
項
準
用 

重度訪問介護の事故報告 

第４３条第２項 同行援護及び行動援護の事故報告 

第７６条 療養介護の事故報告 

第９３条 生活介護の事故報告 

第１２５条 短期入所の事故報告 

第１３６条 重度障害者等包括支援の事故報告 

第１６２条 自立訓練（機能訓練）の事故報告 

第１７１条 自立訓練（生活訓練）の事故報告 

第１８４条 就労移行支援の事故報告 

第１９７条 就労継続支援Ａ型の事故報告 

第２０２条 就労継続支援Ｂ型の事故報告 

第２０６条の１２ 就労定着支援の事故報告 

第２０６条の２０ 自立生活支援の事故報告 

第２１３条 共同生活援助の事故報告 

第２１３条の１１ 共同生活援助（日中サービス支援型）

の事故報告 

第２１３条の２２ 共同生活援助（外部包括型）の事故報

告 

障害者総合支援法に基づく

指定障害者支援施設の人

員、設備及び運営の基準に

関する基準（平成１８年９月

２９日厚生労働省令第１７２

号） 

第５４条第１項 障害者支援施設の事故報告 

港区移動支援事業実施要綱 

協定書 

第１９条 移動支援の事故報告 

重度障害者日中一時支援事

業業務委託契約書 仕様書 

第１２条 日中一時支援の事故報告 

障害者総合支援法に基づく

地域活動支援センターの設

備及び運営の基準に関する

基準（平成１８年９月２９日厚

第１７条第１項 地域活動支援センターの事故報告 



生労働省令第１７５号） 

障害者総合支援法に基づく

指定地域相談支援の事業の

人員及び運営の基準に関す

る基準（平成２４年３月１３日

厚生労働省令第２７号） 

第３６条 地域移行支援の事故報告 

第４５条（第３６条準

用） 

地域定着支援の事故報告 

障害者総合支援法に基づく

指定計画相談支援の事業の

人員及び運営の基準に関す

る基準（平成２４年３月１３日

厚生労働省令第２８号） 

第２８条 特定相談支援の事故報告 

児童福祉法に基づく指定通

所支援の事業等の人員、設

備及び運営の基準に関する

基準（平成２４年２月３日厚

生労働省令第１５号） 

第５２条第１項 児童発達支援の事故報告 

第７１条 第
５
２
条
第

１
項
準
用 

放課後等デイサービスの事故報告 

第７１条の１４ 居宅訪問型児童発達支援の事故報告 

第７９条 保育所等訪問支援の事故報告 

児童福祉法に基づく指定入

所施設等の人員、設備及び

運営の基準に関する基準

（平成２４年２月３日厚生労

働省令第１６号） 

第４９条 福祉型障害児入所施設の事故報告 

第５７条（第４９条準

用） 

医療型障害児入所施設の事故報告 

児童福祉法に基づく指定障

害児相談支援の事業の人員

及び運営の基準に関する基

準（平成２４年３月１３日厚生

労働省令第２９号） 

第２８条 障害児相談支援の事故報告 

 


